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規程類の表記の例 

東京都実施要綱 生産緑地買取・活用支援事業実施要綱（令和２年３月31日付31産労農振第

2542号） 

東京都採択基準 生産緑地買取・活用支援事業に対する補助事業採択基準（令和３年３月31

日付２産労農振第3235号） 

実施要綱 公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業実施要

綱（令和２年４月１日付２農振財農第52号） 

実施要領 公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業実施要

領（令和２年７月20日付２農振財農第399号） 

交付要綱 公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助

金交付要綱（令和２年７月20日付２農振財農第400号） 

運用 公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業の運用

について（令和２年８月５日付２農振財農第469号） 

 

補助対象事業区分の表記の例 

買取支援 生産緑地等買取 

活用支援 買取生産緑地等の活用 

運営支援 買取生産緑地等の運営 



１ 事業の概要・目的 

  東京都には、市街化区域内において良好な都市環境の形成に資するものとして、区市が

指定した生産緑地が約2,800ヘクタールあります。（令和６年４月現在） 

  東京都では、このような都市の農地を将来にわたって確実に保全していくために、様々

な事情により買取り申出された生産緑地等（※１）を、区市が農的な利用（※２）を目的

として購入し、整備する際の支援を実施しています。 

 

  なお、本事業における補助金交付に関する事務は、公益財団法人東京都農林水産振興財

団（以下「財団」という。）が東京都と出えん契約を結んで実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「生産緑地等」 

   生産緑地及び当該生産緑地と一体的に農的に利用する市街化区域内農地。 

   詳しくは、２ページ「３ 補助金の概要」の「(2) 対象となる生産緑地 

  等」を参照。 

生産緑地 
所有者 

区市 

生産緑地買取・活用 
支援事業実施計画作成 

生産緑地等の買取 

買取生産緑地等の活用 

買取り 
申出 

（公財）東京都 
農林水産振興財団 

生産緑地買取・ 
活用審査会 

（運営支援を除く） 

東京都 

交付申請 

協議 

承認 
交付決定 

補助 

意向調査 

情報提供、事前相談 

出えんに 
よる 

基金造成 

※２ 「農的な利用」 

   市民農園、福祉農園、体験農園、セミナー農園、農業研修施設等として 

  利用すること。 

買取生産緑地等の運営 



３ 補助金の概要 

 

(1) 補助事業者 

  生産緑地地区の指定がある区市 

 

(2) 対象となる生産緑地等 

  東京都採択基準第３の１に基づき、次の①から③までに掲げる要件に適合する場合

に、本事業の「生産緑地等買取」対象の生産緑地等となります。 

  都市計画決定された公園や緑地であっても、③に適合する場合には対象とすること

ができます。ただし、公園や緑地としての整備が行われる場合には注意が必要です。詳

しくは12ページをご覧ください。 

  なお、「買取生産緑地等の活用」及び「買取生産緑地等の運営」については、「生産

緑地等買取」で区市が買い取った生産緑地等が対象となります。 

 

①  主たる箇所が生産緑地地区に指定されていること。 

  主たる箇所が生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条の規定により、生産緑地

地区として指定されていること。 

  なお、過去に生産緑地地区として指定されており、買取りの申出により自治体の公

社等が買い取っている土地も含む。 

  また、「主たる箇所が生産緑地地区に指定されている」とは、申請面積のうち５割

以上を生産緑地が占めており、残りの面積は、その生産緑地と一体的に農的に利用す

る市街化区域内農地であること。申請面積のうち市街化区域内農地が過半を占めて

いる場合には、生産緑地と同面積までを補助対象とする。 

 

② 農的な利用を目的とした買取であること。 

  区市が、生産緑地等（生産緑地及び当該生産緑地と一体的に農的に利用する市街化

区域内農地。12ページ参照）を農的に利用することを目的に購入する土地であるこ

と。 

  「一体的に農的に利用する」については、生産緑地法第３条の規定による「一団の

ものの区域」の規定に準じる立地条件のほか、実施要領別記様式１の「生産緑地等取・

活用支援事業実施計画書」による区市の農的な利用の内容によって判断する。 

 

③ 生産緑地買取・活用支援事業の交付申請時に、公園又は緑地として都市計画決定

されている土地については、以下の各号の土地以外であること。 

ア 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２に規定する都市公園の区域 

イ 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条に規定する都市計画事業の事業地 

ウ 「都市計画公園・緑地の整備方針（令和２年７月改定）」（東京都・特別区・市



町）で定めた新規事業化区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画決定区域 

開 園 区 域（③のア） 

事 業 促 進 区 域（③のイ） 

新規事業化区域（③のウ） 

本事業の対象となる生産緑地 

【都市計画公園・緑地内の例】



(3) 補助対象事業・補助率等 

  本事業は、以下の３つの取組に対して補助します。 

 

区分 内容 

① 生産緑地等 

 買取 

取組内容 

 東京都実施要綱第６に基づき、区市に所在する

生産緑地等を、以下の農的に利用することを目的

として購入する取組 

 (1) 市民農園 

 (2) 福祉農園 

 (3) 体験農園 

 (4) セミナー農園 

 (5) 農業研修施設等 

 

※ 過去に買取り申出があり、区市の公社（都市

開発公社等）が買い取っていた土地を区市が買

い取る場合も対象とします。 

補助率 補助対象経費の３分の２以内 

補助上限 １区市あたり補助対象面積１haまで 

② 買取生産緑地 

 等の活用 

取組内容 

 「① 生産緑地等買取」で購入した生産緑地等

に、以下の都の政策課題の解決に資する施設を整

備する取組 

 

(1) 高収益型農業を目指す農家の育成施設の整

備 

  東京都農林総合研究センターで開発された

東京型統合環境制御生産システム「東京フュ

ーチャーアグリシステム」を用いた栽培施設

又はこれと同等の栽培施設の整備 

(2) 農福連携のための福祉農園等の整備 

  障害者などが社会参画することを目的に農

作業を行うための農園の整備 

補助率 補助対象経費の５分の４以内 

補助上限 １区市あたり補助金１億円まで 

 



区分 内容 

③ 買取生産緑地 

 等の運営 

取組内容 

 「① 生産緑地等買取」で購入した生産緑地等

において実施する農的な利用の運営を軌道に乗せ

るための取組 

 ・ 計画策定 

・ 専門家等による運営への助言・提案 

補助率 
１年目：補助対象経費の３分の２以内 

２年目：補助対象経費の３分の１以内 

補助上限 １申請当たり補助対象経費上限１千万円まで 

 

 

(4) 補助対象期間 

  交付決定日（交付決定通知の記載日付）から、令和12年３月31日まで。 

 ※ 補助事業及び補助事業に対する事業費等の支払がすべて完了していること。 

 

 

(5) 補助対象経費 

  補助事業を実施するために最低限必要となる経費のうち、以下の経費を対象としま

す。 

区分 経費の内容 

① 生産緑地等 

 買取 
・ 実施計画で指定した生産緑地等の購入費 

② 買取生産緑地 

 等の活用 

・ ①で購入した生産緑地等における都の政策課題の解決に資

する施設整備に要する以下の経費 

＊ 工事費 

＊ 機械器具費 

＊ 工事雑費 

・ 実施設計費 

  買取生産緑地等の活用の実施に当たって必要となる、設計

積算等に要する経費 



・ 基礎調査費 

  買取生産緑地等の活用の実施に当たって必要となる、基礎

調査等に要する経費 

③ 買取生産緑地 

 等の運営 

・ ①で購入した生産緑地等において実施する農的な利用の運

営を軌道に乗せるための経費 

＊ 計画策定や、専門家等による運営への助言・指導に要する

経費 

＊ 上記以外で財団が特に必要と認める経費 

 

 

 

４ 事業の利用に当たって 

 

(1) 意向調査 

  毎年度、６月から７月ごろにかけて、生産緑地を保有する区市の都市計画所管部署及

び農業所管部署あてに、東京都から意向調査を行います。 

  指定告示から30年経過後に買取りの申出が予定されている生産緑地等について区市

での買取りを検討している場合や、土地開発公社等で先行取得済みの生産緑地等を区

市で買い戻す予定がある場合など、調査翌年度に限らず、予定されている範囲でご回答

ください。 

  なお、翌年度以降の本事業の参考とするための調査であり、回答に挙げなかったから

といって申請ができないわけではありません。予定外の買取り申出があった、また予定

よりも早く買取り申出があったなどの場合で、本事業の申請を行おうとするときは、お

早めにご相談ください。 

 

(2) 事前のご相談 

  買取りの申出から一月以内に買取りの通知を行わなければならず、また買取りの申

出から三月以内に所有権移転がされないと行為制限が解除されるなど、生産緑地法に

基づく手続き期間にはあまり余裕がありません。 

  特定生産緑地に移行しないなどにより買取り申出が想定される生産緑地等があり、

かつ、本事業を利用しての区市による購入をお考えの場合には、対象可否や申請書類の

記載内容等、お早めに財団や東京都にご相談ください。 

 

 



５ 交付申請から補助金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 交付申請 

・ 提出書類 

  提出書類については13ページ、記入例及び作成上の注意は19～30ページ（買取支

援のみ申請する場合）及び31～42ページ（活用支援及び運営支援を申請する場合）

のとおり。 

  （様式は財団HPからダウンロードできます。 

   https://www.tokyo-aff.or.jp/site/business/33149.html） 

 

・ 申請方法 

  郵送又は持参により提出してください。 

  郵送の場合は、追跡可能な方法でお願いします。 

  ［提出先］ 

   〒190-0013 東京都立川市富士見町３－８－１ 

   公益財団法人東京都農林水産振興財団  農業支援課 経営安定支援係 

   電話番号：042-528-1357 

 

※ 事業申請期間について 

  本事業は申請期間を設けておりませんが、令和11年度末（令和12年３月31日）ま

でに補助対象事業を完了（登記及び支払いを完了）する必要があります。買取りの申

出や公社等からの買戻しのスケジュールを考慮の上、申請してください。 

  ただし、運営支援を除いて交付決定前着手はできないので、交付決定後に事業着手

（土地の売買契約締結、農園整備の工事契約締結等）となるように注意してください。 

  また、事業完了後に(5)から(8)までの手続を経てからの補助金支払となるため、区

市の歳入に係る期限に間に合うよう、ご留意ください。 
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(2) 審査 

・ 生産緑地買取・活用審査会による審査 

  申請書類に基づき、「生産緑地買取・活用審査会」による審査を行います。 

  審査会は、申請件数等の状況にあわせて開催します。 

  区市担当の方に審査会へご出席いただき、申請内容についてご説明いただくこと

があります。 

  なお、運営支援については、審査会による審査の対象外です。 

 

・ 現地調査 

  必要に応じて、事業実施予定地等の現地調査を行います。 

  その場合には、日程等を別途お知らせします。 

 

・ 都への協議 

  審査等の結果、適当と認められる場合には、財団と東京都とで交付決定に係る協議

を行います。 

 

 

(3) 交付決定 

・ (2)の審査等を経て、適当と認められるときは交付決定を行い、交付決定通知書（交

付要綱別記様式第２号）により財団から申請区市あてに通知します。 

＊ 交付申請額と交付決定額とは異なる場合があります。 

＊ 補助金は、原則、基金予算の範囲内での交付となります。 

・ 審査等の結果、申請内容が適当と認められないときは、申請区市あてにその旨の通

知を行います。 

・ 交付決定額は、補助金の上限を示すものです。事業完了後に実績報告の提出を受け、

補助金の額を確定します。詳しくは、 (5)(6)(7)をご覧ください。 

 

 

(4) 事業実施 

・ 事業の着手 

  補助対象事業の開始は、交付決定日以降となります。対象の生産緑地等の買取り

（又は買戻し）に係る売買契約の締結や、補助対象事業となる契約の締結や物品等の

購入は、必ず交付決定日以降に行ってください。交付決定前に契約締結や購入を行っ

た場合には、補助金の対象となりません。 

 

・ 事業の変更等 

  補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書（交付要



綱別記様式第３号）を提出し、財団理事長の承認を得てください。 

  軽微な変更を除き、承認を得ずに内容等の変更が行われたと認められる場合には、

その変更を行った事業については補助金の対象外となります。 

  また、必要な場合には、変更承認申請書の内容について、生産緑地買取・活用審査

会による審査を行います。 

  補助事業者の所在地や代表者（区市長）に変更がある場合には、その旨を任意の様

式により理事長あてに届け出てください。 

 

・ 遂行状況報告 

  交付決定日以降、各四半期の末日時点の事業の遂行状況について、その四半期最終

月の翌月15日までに、遂行状況報告書（交付要綱別記様式第７号）を提出してくだ

さい。 

  なお、実績報告日を含む四半期については、提出不要です。 

 

 

(5) 実績報告 

  事業が完了したら、速やかに、実績報告書（交付要綱別記様式第８号）に必要な書類

を添えて提出してください。 

 

・ 提出書類 

  提出書類については15～16ページ、記入例及び作成上の注意は、52～54ページの

とおり。 

  （様式は財団HPからダウンロードできます。 

   https://www.tokyo-aff.or.jp/site/business/33149.html） 

 

・ 注意 

＊ 買取支援の場合は、原則として、所有権の移転に係る登記及び区市から土地所有

者への支払いの完了をもって事業完了となります。 

＊ 活用支援の場合は、交付の決定を受けた事業（農園整備等）の実施だけでなく、

事業に係る支払いまでの完了をもって事業完了となります。 

＊ 運営支援の場合は、交付の決定を受けた事業（専門家による助言・指導等）の実

施だけでなく、事業に係る支払いまでの完了をもって事業完了となります。 

 

(6) 完了検査 

  (5) の実績報告で提出された書類に基づき、必要に応じて、財団職員による現地調査

（現場確認、証拠書類の原本照合等）を実施します。 

  検査日等については、別途、財団職員から連絡します。 



 

 

(7) 補助金の額の確定 

・ (5) の実績報告で提出された書類の審査と、(6) の完了検査の結果、事業の成果が

補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときには交付

する補助金の額を確定し、額の確定通知（交付要綱別記様式第11号）により補助事

業者あてに通知します。 

・ 補助金の確定額は、交付決定額の範囲内で、事業に要した経費のうち、補助対象と

なる経費に補助率を乗じて得た額（千円未満の端数は切捨て）です。交付決定額を超

える額となった場合には、交付決定額が確定額となります。 

・ 同一の補助事業者が複数の事業について交付決定を受けた場合には、補助事業ごと

に補助金の額を確定します。 

 

 

(8) 補助金の請求及び支払 

・ (7) 額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書（交付要綱別記様式第12号）

を提出してください。 

・ 補助金の支払は、金融機関への振込により行います。補助金交付請求書とあわせて、

財団の支払金口座情報登録依頼書をご提出ください。 

 （ダウンロード先：https://www.tokyo-aff.or.jp/site/news/33177.html） 

 

＊ 令和12年３月31日までの歳入とする必要がある場合には、事業完了や実績報告

のタイミングにご留意ください。 

 



６ 補助金交付後の留意事項等 

 

(1) 取得財産の管理、財産処分の制限等 

  本事業で購入した生産緑地等及び整備した施設、取得した備品等の財産については、

補助対象事業が完了した後においても、善良な管理者としての注意及び交付目的に従

った効率的運営が義務付けられています。 

 

・ 施設等の管理運営 

  本事業で購入した生産緑地等及び整備した施設等については、事業完了後におい

ても、実施計画に基づいた適切な管理運営をお願いします。 

 

・ 財産台帳の整備 

  取得した財産については、区市の規程による公有財産に係る台帳等のほか、財産管

理台帳（交付要綱別記様式第13号）を備え、また管理規程等を作成し、管理状況を明

確にしてください。 

  財産管理台帳とその関係書類は、処分制限期間を経過するまで整理保管してくだ

さい。 

 

・ 財産処分の制限 

  本事業の補助を受けて購入した生産緑地等及び整備した施設は、農的な利用以外

の目的に利用してはなりません。 

  また、耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第1

5号））の経過前に、補助金交付目的外の使用、譲渡、交換、貸付、担保に供しては

なりません。ただし、やむを得ない事由による場合には、事前に財産処分承認申請書

（交付要綱別記様式第14号）を作成し、財団を経由して都知事の承認を得てくださ

い。 

  なお、取得財産の処分を承認された場合及び取得財産の処分等を行ったことによ

り収入があった場合には、補助金の全部または一部を納付していただくことがあり

ます。 

 

※ 公園又は緑地として都市計画決定されている土地の場合は、次ページの(5) を

ご確認ください。 

 

 

(2) 関係書類の保存及び検査 

  補助事業に係る関係書類及び帳簿類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計

年度の終了後５年間保存してください。 



 

 

(3) 実績報告（完了後５年間提出） 

  補助事業に係る実績及び利用状況について、補助事業が完了した日の属する会計年

度の翌年度から５年間、毎年度５月末までに、実施要領別記様式２の実績報告書を２部

作成し、財団に報告してください。 

  また、財団又は都が現地確認を行う場合、これに応じる必要があります。 

 

 

(4) 補助金の交付決定の取消し、補助金の返還 

・ 交付決定の取消し、取消しに基づく返還 

  以下のいずれかに該当した場合には、補助金額の確定をした後であっても、交付決

定の全部又は一部を取り消すことがあります。取り消した場合に、すでに補助金が交

付されているときは、期限を定めて補助金の返還をしていただきます。 

① 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

② 補助金を他の用途に使用したとき。 

③ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の

交付決定に基づく命令に違反したとき。 

 

・ 財産処分に係る補助金の返還 

  やむを得ない事由により都知事の承認を経て行った、補助事業による取得財産の

処分に係る補助金の返還については、補助金等交付財産の処分承認基準（平成23年

６月１日付23財主財第38号）の規定により対応します。 

 

 

(5) 公園又は緑地として都市計画決定されている土地の場合 

  東京都採択基準第３の１（３）に適合する、公園や緑地として都市計画決定されてい

る土地を対象として本事業を行った場合には、以下に留意してください。 

 

・ 農的な利用 

  都市計画事業の妨げとならないように、農的に利用してください。 

 

・ 都市計画事業着手の場合 

  都市計画事業の施行者が事業に着手した場合には、施行者と十分協議の上、土地を

施行者に引き渡すなど、事業への協力を行ってください。 

  この場合の補助金の返還についても、補助金等交付財産の処分承認基準（平成23

年６月１日付23財主財第38号）の規定により対応します。 



 

７ 提出書類 

 様式については、原則すべてA4（日本産業規格A列4番）の用紙に印刷してください。 

 

(1) 交付申請 

名称等 留意事項等 

□ 交付申請書（交付要綱別記様式第１号）  

 添付書類  

 □ 実施計画書（実施要領別記様式１）  

  □ 事業対象箇所を記載した地図 A4又はA3で１枚程度 

  □ 生産緑地と市街化区域内農地との区分けが

分かる地図 

生産緑地を主として一体的

に農的に利用する市街化区

域内農地を併せて買い取る

場合。 

A4又はA3で１枚程度 

  □ 事業対象地の登記事項証明書（土地）及び地

図の証明書（公図） 

 

  □ 事業対象地の写真  

  □ 施設等の管理運営規約 管理委託により農的な利用

を行う場合には、当該委託

契約の仕様書（案） 等 

  □ 買取生産緑地等の運営に係る仕様書等 運営支援を申請する場合、

農的な利用の運営方法につ

いて、専門家等へ計画策定

等を業務委託する際の仕様

書（案） 等 

  □ 事業対象生産緑地等に係る区市財産価格審

議会審議結果通知の写し 

審議前の場合は、通知受領

し次第提出 

  □ 事業対象生産緑地地区を含む都市計画図 最新のもの 

  □ その他関係書類 ・ 既定の計画・プランの

資料 

・ 土地開発公社等で先行

取得した場合には、当該

公社等と土地所有者との

土地売買契約書の写し 

・ 登記面積と実測値が異

なる場合には、求積図等

の写し 

・ 交付申請額が買取り申

出書や財価審通知と異な

る場合には、申請額の根

拠となる資料 



 

 □ 整備内容の詳細がわかるもの 

・ 見積書の写し（事業者が発行するもの） 

 又は、積算の根拠となる資料等 

・ 仕様書、設計案等 

・ 予算書等 

活用支援を申請する場合 

 

 

(2) 交付決定前着手届（運営支援のみ） 

名称等 留意事項等 

□ 交付決定前着手届（交付要綱別記様式第１号の２） 運営支援において、着手が

遅くなることにより事業の

遂行が困難になる等のやむ

を得ない事情により交付決

定前に着手する必要がある

場合 

 添付書類  

 □ 仕様書・見積書等の写し 農的な利用の運営方法につ

いて、専門家等へ計画策定

等を業務委託する際の仕様

書（案）等 

 

 

(3) 変更承認申請 

名称等 留意事項等 

□ 変更承認申請書（交付要綱別記様式第３号）  

 添付書類  

 □ 実施計画書（実施要領別記様式１） 

※ 以下の書類は、変更があるものを添付する。 

変更部分を二段書きにし、

変更前の記載内容は上段に

かっこ書きとする。 

  □ 事業対象箇所を記載した地図 A4又はA3で１枚程度 

  □ 事業対象地の写真  

  □ 施設等の管理運営規約 管理委託により行っている

場合には、当該委託契約の

仕様書等 

  □ 事業対象生産緑地に係る区市財産価格審議

会審議結果通知の写し 

 

  □ 事業対象生産緑地地区を含む都市計画図 最新のもの 

 □ 参考資料 ・ 仕様書、設計書等 

・ その他、交付決定時か



 

ら生じた変更に係る資料 

 

 

(4) 補助事業中止（廃止）承認申請 

名称等 留意事項等 

□ 補助事業中止（廃止）承認申請書（交付要綱別記様式

第５号） 

 

 

 

(5) 事故報告 

名称等 留意事項等 

□ 事故報告書（交付要綱別記様式第６号）  

 

 

(6) 遂行状況報告 

名称等 留意事項等 

□ 遂行状況報告書（交付要綱別記様式第７号） 各四半期の末日時点の状況

を、当該四半期の翌月15日

までに提出する。 

 

 

(7) 実績報告 

  各書類については、完了検査時に現地にて原本照合を行うことがあります。 

名称等 留意事項等 

□ 実績報告書（交付要綱別記様式第８号）  

 添付書類  

 □ 整備に係る契約関係書類 

（以下のうち該当するもの） 

 

  □ 仕様書（写） 契約書・請書に含まれる場

合は契約書・請書に含めて

の提出で可 

  □ 見積書（写）  

  □ 契約書又は請書（写）  

  □ 委託完了届（写）  

  □ 納品書（写）  

  □ 工事完了届（写）  

  □ 検査書（写）  



 

  □ 引渡書（写）  

  □ 建築・消防等の行政機関の検査証（写）  

 □ 事業の履行等がわかる書類  

  □ 施工写真 日付が記載された黒板と

共に撮影したもの 

  □ その他整備内容がわかる写真等  

 □ 支出に関する書類  

  □ 土地売買契約書（写） 甲乙押印済み、締結日記入

済みのもの 

  □ 請求書（写） 日付が入っているもの 

（内訳を含む） 

  □ 支出命令書（写） 執行済印等、支出執行日の

記載もあるもの 

  □ 領収書（写）  

 □ 財産及び管理に関する書類  

  □ 所有権移転登記完了後の土地登記事項証明書

（写） 

又は、以下の書類により対

応 

・ 登記完了証（写） 

・ 登記受領証（写）（登

記完了を待つと、区市歳

入期限内の補助金交付

ができないなどのやむ

を得ない場合に限る。ま

た、登記完了し次第速や

か に 登 記 事 項 証 明 書

（写）を提出すること。） 

  □ 財産管理台帳（交付要綱別記様式第13号）  

  □ 備品台帳（写） 区市の物品管理又は財産

管理に係る規程によるも

の（システムで管理してい

る場合には、打ち出したも

の） 

  □ 財産台帳（写） 区市の財産管理に係る規

程によるもの（システムで

管理している場合には、打

ち出したもの） 

  □ 施設等の管理運営規約  

 

 

 

 



 

(8) 消費税等相当額報告 

名称等 留意事項等 

□ 消費税等相当額報告書（交付要綱別記様式第９号）  

 

 

(9) 交付請求 

名称等 留意事項等 

□ 交付請求書（交付要綱別記様式第12号） 「支払金口座情報登録依頼

書」と同じ電話番号を、補助

事業者名下部に記入 

□ 支払金口座情報登録依頼書（財団様式） 財団に提出済みの場合は不

要 

 

 

(10) 実績報告（事業完了後５年間提出するもの） 

名称等 留意事項等 

□ 実績報告書（実施要領別記様式２）  

 添付書類  

 □ 利用実績の根拠となる資料等 

（以下はその例） 

 

  □ 整備状況の写真等 ・買取支援のみを申請し

た場合の、農的な利用を行

うための整備に係るもの 

・活用支援の対象外で行

った整備に係るもの 

  □ 施設等の管理運営規約 事業完了時に未策定の場

合には、策定し次第提出 

  □ 区市のWEBサイト、広報等 実績に係る記載があるペ

ージ等 

 

 

(11) 財産処分承認申請 

名称等 留意事項等 

□ 財産処分承認申請書（交付要綱別記様式第14号）  

 

 

 



 

８ 様式記入例 

 

 

＜記入例一覧＞ 

p.19 交付申請書（交付要綱別記様式第１号） 

※ 買取支援のみ申請 
p.23 実施計画書（実施要領別記様式１） 

p.31 交付申請書（交付要綱別記様式第１号） 

※ 活用支援及び運営支援を同時に申請 
p.35 実施計画書（実施要領別記様式１） 

p.43 交付決定前着手届（交付要綱別記様式第１号の２） 

p.44 変更承認申請書（交付要綱別記様式第３号） 

p.47 実施計画書（実施要領別記様式１）  ※変更承認申請時 

p.51 遂行状況報告書（交付要綱別記様式第７号） 

p.52 実績報告書（交付要綱別記様式第８号） 

p.55 財産管理台帳（交付要綱別記様式第13号） 

p.56 補助金交付請求書（交付要綱別記様式第12号） 

p.57 支払金口座情報登録依頼書（財団様式） 

p.58 実績報告書（実施要領別記様式２） 

 

 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

別記様式第１号（第３関係） 

 

 

 

 

 

 

年 月 日  

 

 

公益財団法人東京都農林水産振興財団 

理事長       殿 

 

 

 

令和×年度公益財団法人東京都農林水産振興財団 

生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付申請書 

 

 

 令和×年度において、下記のとおり事業を実施したいので、公益財団法人東京都農林水

産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付要綱第３の規定により、関係書類を

添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公
印 

 以下の設定の記入例です。 

 区市でご作成の際は、実情に応じた日付・年度にしてください。 

 ・ 申請区分 ：買取支援のみ   

・ 買取対象：生産緑地及び市街化区域内農地をあわせて買取り 

 ・ 買取り申出：令和X年X月 

 ・ 土地開発公社による先行取得：あり 

 買取支援のみの申請で、かつ、年度をまたがない場合は、 

 申請年度のみで記入してください。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

１ 事業の目的 

  地権者より、令和×年×月×日付で市に対して買い取り申し出があり、同年×月×日に

北多摩市土地開発公社にて先行取得した生産緑地及び当該生産緑地を主たる箇所として

一体的に農的に利用する市街化区域内農地について、令和×年度中に土地開発公社からの

買取りを行う。 

  買い取った当該生産緑地等については、主に小中学生を対象とした農業を体験できる場

として「学童農園」として整備し、農業だけでなく環境に係る学習の場ともするなど、農

地が持つ多面的機能をより発揮させるための農地活用を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業計画 

 

事業内容 

 

事業量・ 

事業内容 

総事業費 

 

補助対象経費 

（A＋B＋C） 

経費内訳 
備 

考 財団 

補助金(A) 

区市費 

(B) 

その他 

(C) 

生産緑地

等買取注 

㎡ 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

小  計       

買取生産 

緑地等の

活用 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

小  計       

買取生産 

緑地等の

運営 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小  計       

合  計          

（注） 生産緑地を主たる箇所として一体的に農的に利用する市街化区域内農地を併せて

買い取る場合には、生産緑地分の面積及び割合（％）を下段にかっこ書きすること。 

 買取支援のみを申請する場合でも、 

 どのように「農的に利用」していくかを含めて 

 記入してください。 

 （注）のとおり、申請対象の生産緑地を主たる箇所として 

 一体的に農的に利用する市街化区域内農地を併せて買い取る 

 場合には、事業量に総面積を記入し、その下にかっこ書きで 

 生産緑地面積及び割合（％）を記入してください。 

 千円未満の端数がある場合は、 

 端数を切り捨ててください。 

 （交付要綱第２第３項） 

 生産緑地のみの買取りを行う場合には、 

 生産緑地面積及び割合のかっこ書きは不要です。 

 １区市当たりの買取面積上限は 

 １ha（10,000㎡）です。 

 複数件申請する場合には、面積合計に注意してください。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

３ 補助金交付申請額     金  円 

 

 

 

 

 

４ 収支予算書 

 

(1) 収入の部 

（金額単位：円） 

区分 予算額 変更後予算額 

比較増減額 

備考 
増 減 

財団補助金      

区市費      

その他      

計      

 

 

 

(2) 支出の部 

（金額単位：円） 

区分 予算額注 変更後予算額注 

比較増減額注 

備考 
増 減 

生産緑地等 

買取 
     

買取生産緑地

等の活用 
     

買取生産緑地

等の運営 
     

計      

 

（注） 交付申請時には「予算額」に記載し、変更承認申請時には「予算額」「変更後予算

額」欄及び「比較増減額」欄に記載すること。 

 「２ 事業計画」の 

 「財団補助金（Ａ）」の合計額と一致させてください。 

 「２ 事業計画」の 

 合計欄と合わせてください。 

 「２ 事業計画」の区分小計と合わせてください。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

５ 事業完了（予定）年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 添付書類 

(1) 「生産緑地買取・活用支援事業実施計画書」（実施要領別記様式１） 

(2) 整備内容の詳細（実施設計書、見積書など） 

(3) その他関係書類 

 

 

  

 今回申請する内容が完了する年月日です。 

 買取支援の場合には、所有権移転と支払完了をもって、事業完了となります。 

 区市の歳入期限も考慮し、余裕をもった年月日を設定してください。 

 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

別記様式１（第４関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地買取・活用支援事業実施計画書 
 

 

 

 

 

 

 

 

策定年度            

 

 

区 市 名             

 

 

地域等名     

 

 
 

 

 

 

 

年 月 
 

 

 

※ 地域等名は、１で記載する「地域等の名称」を記入してください。 

 以下の設定の記入例です。 

 区市でご作成の際は、実情に応じた日付・年度にしてください。 

 ・ 申請区分 ：買取支援のみ   

・ 買取対象：生産緑地及び市街化区域内農地をあわせて買取り 

 ・ 買取り申出：令和×年×月 

 ・ 土地開発公社による先行取得：あり 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

１ 事業を実施する地域等（買取予定の生産緑地及び当該生産緑地を主として一体的に農

的に利用する市街化区域内農地（以下「生産緑地等」という。）を含む。）の概況 

地域等の名称 

（町名等） 
農のみどり 富士見地区 

位置 

（地番等） 

東京都北多摩市富士見８丁目

南西部分 

（代表地番：北多摩市富士見○

○）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域等の面積 
農地面積 

(うち生産緑地面積) 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域等の概要 

 

 

 

２ 買取予定の生産緑地等の概況 

(1) 利用状況 

買取予定の生産緑地等の利用状況 

 

 

 

 この記入例では、既定の計画・プラン等で設定されている地域等の名称を 

 活用しています。（下の「地域等の概要」、２(2)「買取予定の生産緑地に 

 関連する既定の計画等」など参照） 

 

 既定の計画・プラン等で名称のない地域等の場合は、35ページの実施計画書 

 記入例（活用支援・運営支援をあわせて行う場合）を参考にしてください。 

  本事業により買い取る生産緑地だけでなく、事業を実施する地

域等の区域内の生産緑地の合計面積を記入してください。 

※生産緑地と一体的に農的に利用する市街化区域内農地をあわ

せて買い取る場合には、その市街化区域内農地の面積は「（うち

生産緑地面積）」には含めません。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

(2) 買取予定の生産緑地に関連する既定の計画等 

都市計画等 

 

緑の基本計画 

 

農業振興計画等 

 

その他 買取予定の生産緑地等を含む地域等に係る行政計画等 

 

 

 

 

 

 

３ 生産緑地制度に係る区市の方針等 

(1) 生産緑地の保全に対する目標、基本方針（区市が策定している農業振興計画等との関

連性） 

 

 農業や都市計画の部署で作成しているものに限定せず 

 関連するものを記載していただいて結構です。 

 東京都採択基準の第３ １（３）に 

 該当する場合は、番号や名称等、 

 当該公園又は緑地に関する記載も 

 加えてください。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

 

 

(2) その他関連のある事項 

 

 

４ 買取予定の生産緑地等に関する事業の内容 

(1) 事業概要 

① 生産緑地等の買取り 

 

 

 

 

 

 

② 農的な利用の内容 

 

③ 生産緑地を主として一体的に農的に利用する市街化区域内農地が含まれる場合、そ

の必要性（※ 生産緑地のみを買い取る場合は記載不要） 

 農的に利用することが条件となるため、 

 「生産緑地の買取」のみの申請の場合でも、 

 どのように利用するかを記入してください。 

 生産緑地のみを買い取る場合は 

 ③には記載しません。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

 

 

 

(2)  事業計画 

① 全体計画（買取から農的利用の開始までの計画を記載） 

実施時期 

（予定） 
実施予定内容 

補助金 

申請の有無 

 

 

 

 

② 事業区分ごとの計画 

ア 生産緑地等買取 

(ｱ) 買取目標 

 ○で囲んだり、該当する方だけを残すなどして、 

 それぞれ補助対象事業かどうかがわかるように 

 してください。 

 説明の補足となる図や写真、各種資料等を 

 別紙として付していただいても結構です。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

  

 

(ｲ) 事業実施期間 

   から  まで 

 

(ｳ) 買取計画 

買取時期 

（予定） 
土地の地番 面積（㎡） 買取価格（千円） 

計 
 

 

(ｴ) 農的な利用の計画 

 （※ 「買取生産緑地等の活用」の対象となるものを除く。） 

 

a  利用計画及び目標 

  （※ 市民農園、体験農園等、どのように農的な利用を行うかを記載する） 

 

b  整備期間 

  年度 から  年度 まで 

 

 

イ 買取生産緑地等の活用 

(ｱ) 活用目標 

 

(ｲ) 事業実施期間 

  着工（予定）：令和 年  月  日 

  完了（予定）：令和 年  月  日 

 

 買取支援のみ申請の場合、イ及びウへの記載は 

 不要です。 

 「５ 事業費」の項目に進んでください。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

(ｳ) 活用計画 

年月 整備内容 設置場所 管理者 備考 

     

 

(ｴ) 整備後の利用計画（月別） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

            

 

 

ウ 買取生産緑地等の運営 

(ｱ) 運営目標 

 

 

 

 

(ｲ) 事業実施（予定）期間 

  １年目：令和  年  月  日 から 令和  年  月  日 まで 

  ２年目：令和  年  月  日 から 令和  年  月  日 まで 

 

(ｳ) 運営計画 

年月 委託等の内容 委託先等 管理者 備考 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※買取支援のみ申請 

 

５ 事業費 

（費用単位：千円） 

事業内容 

 

事業量・

事業内容 

総事業費 

 

補助対象 

経  費 

   
備

考 財団 

補助金 
区市費 その他 

生産緑地

等買取※ 
㎡ 

  

  

 

  

買取生産

緑地等の

活用 

       

買取生産

緑地等の

運営 

       

計       

※ 生産緑地等買取について、生産緑地を主として一体的に農的に利用する市街化区域

内農地を併せて買い取る場合には、生産緑地分の面積を下段にかっこ書きすること。 

 

 

６ 添付書類 

(1) 生産緑地等買取及び買取生産緑地等の活用の対象箇所を記載した地図（Ａ４又はＡ

３で１枚程度） 

(2) 生産緑地と市街化区域内農地との区分けが分かる地図（生産緑地を主として一体的

に農的に利用する市街化区域内農地を併せて買い取る場合。Ａ４又はＡ３で１枚程度） 

(3) 事業対象地の登記事項証明書（土地）及び地図の証明書（公図） 

(4) 事業対象地の写真 

(5) 施設等の管理運営規約 

(6) 買取生産緑地等の運営に係る仕様書等 

(7) 生産緑地法第10条第１項又は第２項の規定に基づく買取り申出書の写し 

(8) 本件対象生産緑地等に係る区市財産価格審議会審議結果通知の写し 

(9) 本件対象生産緑地地区を含む都市計画図（最新のもの） 

(10) その他関係書類 

 

 区市財産価格審議会の結果通知など、 

 交付申請時点で提出できない書類がある場合には、 

 あらかじめその旨をお伝えください。 

 また、用意でき次第、財団へ提出してください。 



［記入例：交付申請書（交付要綱別記様式第１号） ※活用支援及び運営支援申請］ 

別記様式第１号（第３関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日  

公益財団法人東京都農林水産振興財団 

理事長       殿 

 

 

 

年度公益財団法人東京都農林水産振興財団 

生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付申請書 

 

 

 年度において、下記のとおり事業を実施したいので、公益財団法人東京都農林水産振興財団生

産緑地買取・活用支援事業費補助金交付要綱第３の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 以下の設定の記入例です。 

 区市でご作成の際は、実情に応じた日付・年度にしてください。 

 ・ 申請区分 ：活用支援及び運営支援（農福連携福祉農園） 

 ・ 令和ｘ年度に当該農地の買い取り済み 

・ 年度当初から、農福連携福祉農園の管理運営について委託する。 

（別途、交付決定前着手届（P43）の提出が必要。） 

 買取支援と、活用支援及び運営支援を同時に申請する場合で、買取支援の対

象事業完了（所有権移転登記完了）後に買取支援のみに係る補助金の交付を受

けたいときの手続方法は、財団ホームページ掲載のQ&Aをご覧ください。 

（交付申請書を、買取支援のみとそれ以外の２種類作成し、同時に提出してい

ただきます。） 

 申請を行う年度を記入してください。 

公
印 



［記入例：交付申請書（交付要綱別記様式第１号） ※活用支援及び運営支援申請］ 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業計画 

 

事業内容 

 

事業量・ 

事業内容 

総事業費 

 

補助対象経費 

（A＋B＋C） 

経費内訳 
備 

考 財団 

補助金(A) 

区市費 

(B) 

その他 

(C) 

生産緑地

等買取注 

㎡ 円 円 円 円 円  

小  計       

買取生産 

緑地等の

活用 

 

小  計       

買取生産 

緑地等の

運営 

 

小  計       

合  計  

（注） 生産緑地を主たる箇所として一体的に農的に利用する市街化区域内農地を併せて買い取る場合

には、生産緑地分の面積及び割合（％）を下段にかっこ書きすること。 

 

 

 

 

 

 

３ 補助金交付申請額     金  円 

 

 

 

 活用支援の補助金額は、 

 「補助対象経費の4/5以内」 

  かつ 

 「１区市当たり上限１億円」 

  です。 

 「２ 事業計画」の 

 「財団補助金（Ａ）」の合計額と一致させてください。 

 補助対象経費に補助率を乗じた額に 

千円未満の端数がある場合は、 

端数を切り捨ててください。 

 （交付要綱第２第３項） 

 どのように「農的に利用」していくかも 

 含めてください。 

 運営支援の補助対象経費の上限は 

1千万円です。 
 運営支援の補助率は 

１年目は2/3 

 ２年目は1/3 

 です。 



［記入例：交付申請書（交付要綱別記様式第１号） ※活用支援及び運営支援申請］ 

 

４ 収支予算書 

 

(1) 収入の部 

（金額単位：円） 

区分 予算額 変更後予算額 

比較増減額 

備考 
増 減 

財団補助金 
円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

区市費      

その他      

計      

 

 

 

(2) 支出の部 

（金額単位：円） 

区分 予算額 変更後予算額 

比較増減額 

備考 
増 減 

生産緑地等買

取 

円 

 

円 

 
円 

 

円 

 
 

買取生産緑地

等の活用 
     

買取生産緑地

等の運営 
     

計      

 

（注） 交付申請時には「予算額」に記載し、変更承認申請時には「予算額」「変更後予算額」欄及び「比

較増減額」欄に記載すること。 

 

 

５ 事業完了（予定）年月日 

  

 

 

 

 

 

 「２ 事業計画」の 

 合計欄と合わせてください。 

 「２ 事業計画」の 

 各区分小計と合わせてください。 

 補助金収入に係る区市歳入期限も考慮し、余裕をもった事業完了（予定） 

 年月日を設定してください。 

  



［記入例：交付申請書（交付要綱別記様式第１号） ※活用支援及び運営支援申請］ 

６ 添付書類 

(1) 「生産緑地買取・活用支援事業実施計画書」（実施要領別記様式１） 

(2) 整備内容の詳細（実施設計書、見積書など） 

(3) その他関係書類 

 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１）※活用支援及び運営支援申請］ 

別記様式１（第４関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地買取・活用支援事業実施計画書 
 

 

 

 

 

 

 

 

策定年度           

 

 

区 市 名            

 

地域等名          

 
 

 

 

 

年 月 
 

 

※ 地域等名は、１で記載する「地域等の名称」を記入してください。 

  

 以下の設定の記入例です。 

 区市でご作成の際は、実情に応じた日付・年度にしてください。 

 ・ 申請区分 ：活用支援及び運営支援（農福連携福祉農園） 

 ・ 令和ｘ年度に当該農地の買い取り済み 

・ 年度当初から、農福連携福祉農園の管理運営について委託する。 

（別途、交付決定前着手届（P43）の提出が必要。） 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１）※活用支援及び運営支援申請］ 

１ 事業を実施する地域等（買取予定の生産緑地及び当該生産緑地を主として一体的に農

的に利用する市街化区域内農地（以下「生産緑地等」という。）を含む。）の概況 

地域等の名称 

（町名等） 

位置 

（地番等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域等の面積 
農地面積 

(うち生産緑地面積) 

 

地域等の概要 

 

 

 

２ 買取予定の生産緑地等の概況 

(1) 利用状況 

買取予定の生産緑地等の利用状況 

 

(2) 買取予定の生産緑地に関連する既定の計画等 

都市計画等 

 この記入例は、既定の計画・プラン等で地域（地区、エリア）の設定がない箇所の生産緑地等の 

 買い取りにあたって、申請市で本事業用に地域等を設定したケースです。 

 

 実施計画書の「地域等」は、本事業にのみ用いるもので、区市での公表等は不要です。 

 既定の計画・プラン等に設定されていない場合や、設定されているものとは異なる範囲で 

 区切りたい場合などには、町丁単位や、道路で囲まれた部分等を用いるなどしてください。 

 

 既定の計画・プラン等で設定されている地域等の名称を使う場合は、23ページの実施計画書 

 記入例（買取支援のみ申請する場合）を参考にしてください。 

 買取支援を申請しない場合、２への記載は 

 不要です。 

 「３ 生産緑地制度に係る区市の方針等」の項目

に進んでください。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１）※活用支援及び運営支援申請］ 

緑の基本計画 

農業振興計画等 

その他 買取予定の生産緑地を含む地域等に係る行政計画等 

 

 

３ 生産緑地制度に係る区市の方針等 

(1) 生産緑地の保全に対する目標、基本方針（区市が策定している農業振興計画等との関

連性） 

 

 (2) その他関連のある事項 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１）※活用支援及び運営支援申請］ 

 

４ 買取予定の生産緑地等に関する事業の内容 

(1) 事業概要 

① 生産緑地等の買取り 

 

 

 

 

② 農的利用の内容 

 

 

③ 生産緑地を主として一体的に農的に利用する市街化区域内農地が含まれる場合、そ

の必要性 

 （※ 生産緑地のみを買い取る場合は記載不要） 

 活用支援で申請する事業以外にも 

 農的利用を予定している場合には、 

 その内容についても記入してください。 

 （例：福祉農園と学童農園を併設する場合 など） 

 活用支援・運営支援のみ申請する場合でも 

 農的利用の内容等について 

 ご記入お願いします。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１）※活用支援及び運営支援申請］ 

 

 

 

(2)  事業計画 

① 全体計画（買取から農的利用の開始までの計画を記載） 

実施時期 

（予定） 
実施予定内容 

補助金 

申請の有無 

有・無 

 
有・無 

有・無 

有・無 

有・無 

有・無 

 

 

 

② 事業区分ごとの計画 

ア 生産緑地等買取 

(ｱ) 買取目標 

 

(ｲ) 事業実施期間 

    年  月  日 から    年  月  日 まで 

 

(ｳ) 買取計画 

（面積：㎡、価格：千円） 

買取時期 

（予定） 
土地の地番 面積 

 

買取価格 うち生産緑地 

面積（割合） 

   

計   

 該当する方を○で囲んだり、 

 該当する方のみ残すなどして、 

 それぞれ補助対象事業かどうかが 

 わかるようにしてください。 

 既設物撤去費用は、補助対象経費に含まれません。 

 （交付要綱別表注記） 

 買取支援を申請しない場合、アへの記載は 

 不要です。 

 「イ 買取生産緑地等の活用」の項目に進んでく

ださい。 

 ただし、(ｴ)の対象となるケースでは、(ｴ)への記載

をお願いします。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１）※活用支援及び運営支援申請］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 農的な利用の計画 

 （※ 「買取生産緑地等の活用」の対象となるものを除く。） 

 

a  利用計画及び目標 

  （※ 市民農園、体験農園等、どのように農的な利用を行うかを記載する） 

 

b  整備期間 

     年度 から     年度 まで 

 

 

イ 買取生産緑地等の活用 

(ｱ) 活用目標 

 

(ｲ) 事業実施期間 

  着工（予定）：令和 年 月 日 

  完了（予定）：令和 年 月 日 

 

(ｳ) 活用計画 

年月 整備内容 設置場所 管理者 備考 

 「① 全体計画」とは異なり、 

 こちらには、 

 活用支援で申請する整備内容のみを 

 記入します。 

 買取支援で買い取った生産緑地等に、区画を分けて 

 学童農園と農福連携のための福祉農園とを整備するなど、 

 活用支援の対象と対象外の事業を行うような場合は、 

 活用支援対象外の農的な利用について 

 こちらに記入してください。 

 （この記入例での農的な利用は、福祉農園の 

  整備のみのため、(ｴ)には記入していません） 

【例：(ｴ)の対象となるケース】 

福祉農園 学童農園 

 ア(ｴ)で学童農園について記入し、 

 イ(ｱ)～(ｴ)で福祉農園について 

 記入します。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１）※活用支援及び運営支援申請］ 

 

 

(ｴ) 整備後の利用計画（月別） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

            

 

 

ウ 買取生産緑地等の運営 

(ｱ) 運営目標 

 

(ｲ) 事業実施（予定）期間 

  １年目：令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 

  ２年目：令和  年  月  日 から 令和  年  月  日 まで 

 

(ｳ) 運営計画 

年月 委託等の内容 委託先等 管理者 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１）※活用支援及び運営支援申請］ 

５ 事業費 

（費用単位：千円） 

事業内容 

 

事業量・ 

事業内容 

総事業費 

 

補助対象 

経  費 

   

備考 財団 

補助金 
区市費 

その

他 

生産緑地

等買取※ 
       

買取生産

緑地等の

活用 

 

      

買取生産

緑地等の

運営 

 

計       

※ 生産緑地等買取について、生産緑地を主として一体的に農的に利用する市街化区域

内農地を併せて買い取る場合には、生産緑地分の面積を下段にかっこ書きすること。 

 

 

５ 添付書類 

(1) 生産緑地等買取及び買取生産緑地等の活用の対象箇所を記載した地図（Ａ４又はＡ

３で１枚程度） 

(2) 生産緑地と市街化区域内農地との区分けが分かる地図（生産緑地を主として一体的

に農的に利用する市街化区域内農地を併せて買い取る場合。Ａ４又はＡ３で１枚程度） 

(3) 事業対象地の登記事項証明書（土地）及び地図の証明書（公図） 

(4) 事業対象地の写真 

(5) 施設等の管理運営規約 

(6) 買取生産緑地等の運営に係る仕様書等 

(7) 生産緑地法第10条第１項又は第２項の規定に基づく買取り申出書の写し 

(8) 本件対象生産緑地等に係る区市財産価格審議会審議結果通知の写し 

(9) 本件対象生産緑地地区を含む都市計画図（最新のもの） 

(10)その他関係書類 

 

 

  

 

 交付申請時点で提出できない書類がある場合には、 

 その旨をお伝えください。 

 また、用意でき次第、財団へ提出してください。 



［記入例：交付決定前着手届（交付要綱別記様式第１号の２）］ 

別記様式第１号の２（第３の２関係） 
 

年 月 日 

 
 
 
 

公益財団法人東京都農林水産振興財団 
理事長        殿 

    年度公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助金 
「買取生産緑地等の運営」に係る補助金交付決定前着手届 

 
 年 月 日付 により交付申請を行った 年度公益財団法人東京都農林

水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助金「買取生産緑地等の運営」に係る下記事業について、

別記条件を了承の上、公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付

要綱第３の２の規定により補助金交付決定前着手届を申請します。 
 

記 
 

１ 事業内容 

２ 事業費 

３ 着手予定年月日 

４ 完了予定年月日 

５ 補助金交付決定前着手

を行う内容 

６ 補助金交付決定前着手

を必要とする理由 

７ 仕様書、見積書 等 別紙のとおり 

別記条件 
１ 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生

じた場合、これらの損失は申請者が負担するものとする。 
２ 補助金交付決定を受けた金額が、交付申請額または交付申請予定額に達しない場合においても

異議がないこと。 
３ 当該事業については、着手から補助金交付決定を受ける期間においては、計画変更は伴わない

こと。 

以下の設定の記入例です。 

 区市でご作成の際は、実情に応じた日付・年度にしてください。 

 ・ 申請区分 ：運営支援（農福連携福祉農園） 

 ・ P31の例により交付申請し、交付決定前に着手する必要がある。 

  （管理運営委託が年度当初からの契約になっている等） 

公
印 

 添付してください。 



［記入例：変更承認申請書（交付要綱別記様式第３号）］ 

別記様式第３号（第７関係）  

年 月 日  

 

 

 

 

 

 

公益財団法人東京都農林水産振興財団 

理事長       殿 

 

 

 

 

年度公益財団法人東京都農林水産振興財団 

生産緑地買取・活用支援事業費補助金に係る変更承認申請書 

 

 

 年 月 日付 第 号で補助金交付決定通知のあった標記の補助事業を下記のとお

り変更したいので、公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付要

綱第７第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

区分「買取生産緑地等の活用」において、○○の整備が追加で必要となり、整備内容に変更が生じ

たため。 

 

２ 変更の内容 

 

（別記様式第１号の記書きに準じ、変更部分について二段書きで、変更前を上段に（ ）書きにする。 

 なお、４の収支予算書については、（注）に従って作成する。） 

 

 

○ 添付資料 

・ 生産緑地買取・活用支援事業実施計画書（実施要領別記様式１） 

 （変更部分について二段書きで、変更前を上段に（ ）書きにする。） 

・ 参考資料 

 

 

 

  

 別記様式第１号（交付申請）の記書き（２ページ目以降）を 

 抽出して貼り付けても、別紙として付しても結構です。 

  以下の設定の記入例です。 

 区市でご作成の際は、実情に応じた日付・年度にしてください。 

 ・ 申請区分 ：活用支援及び運営支援（農福連携福祉農園） 

 ・ 変更点：整備内容の追加 

 変更内容が具体的にわかるように、 

 仕様書や見積書、実施設計書等を付していただくこともあります。 

公
印 



［記入例：変更承認申請書（交付要綱別記様式第３号）］ 

２ 事業計画 

 

事業内容 

 

事業量・ 

事業内容 

総事業費 

 

補 助 対 象 経 費 

（A＋B＋C） 

経費内訳 
備 

考 財団 

補助金(A) 

区市費 

(B) 

その他 

(C) 

生産緑地

等買取注 
㎡ 円 円 円 円 円  

小  計       

買取生産 

緑地等の

活用 

 

小  計 
   

 

買取生産 

緑地等の

運営 

 

小  計       

合  計  

（注） 生産緑地を主たる箇所として一体的に農的に利用する市街化区域内農地を併せて買い取る場合

には、生産緑地分の面積及び割合（％）を下段にかっこ書きすること。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 補助金交付申請額     金   円 

【補助金額について】 

 ・ 交付申請書同様、千円未満の端数がある場合は端数を切り捨ててください。 

  

 交付要綱別表注釈のとおり、区分間相互の流用はできません。 

 この記入例では変更が生じてはいませんが、 

 もし、「買取生産緑地等の活用」の実績額が交付決定額より下がった場合でも、 

 差額を「買取生産緑地等の運営」に充当することはできません（逆も同じ。）。 

 ご注意ください。 



［記入例：変更承認申請書（交付要綱別記様式第３号）］ 

 

４ 収支予算書 

 

(1) 収入の部 

 

（金額単位：円） 

区分 予算額 変更後予算額 

比較増減額 

備考 
増 減 

財団補助金 
円 

 

円 

 

円 

 

円 
 

区市費     

その他      

計     

 

 

 

(2) 支出の部 

（金額単位：円） 

区分 予算額注 変更後予算額注 

比較増減額 

備考 
増 減 

生産緑地等買

取 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

買取生産緑地

等の活用 
     

買取生産緑地

等の運営 
  

計      

 

（注） 交付申請時には「予算額」に記載し、変更承認申請時には「変更後予算額」欄及び「比較増減額」

欄に記載すること。 

 

 

 （注）にあるとおり、変更申請時には 

 「変更後予算額」「比較増減額」に記入します。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※変更承認申請時］ 

別記様式１（第４関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地買取・活用支援事業実施計画書 
 

 

 

 

 

 

策定年度           

 

 

区 市 名            

 

 

地域等名          

 

 

 
 

 

 

令和ｘ年 ｘ月  

    令和ｘ年 ｘ月（変更） 
 

 

 

※ 地域等名は、１で記載する「地域等の名称」を記入してください。 

  

  以下の設定の記入例です。 

 区市でご作成の際は、実情に応じた日付・年度にしてください。 

 ・ 申請区分 ：活用支援及び運営支援（農福連携福祉農園） 

 ・ 変更点：整備内容の追加 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※変更承認申請時］ 

１ 事業を実施する地域等（買取予定の生産緑地及び当該生産緑地を主として一体的に農

的に利用する市街化区域内農地（以下「生産緑地等」という。）を含む。）の概況 

地域等の名称 

（町名等） 

位置 

（地番等） 

 

 

地域等の面積 
農地面積 

(うち生産緑地面積) 

 

地域等の概要 

 

 

 

 

 

イ 買取生産緑地等の活用 

(ｱ) 活用目標 

 

(ｲ) 事業実施期間 

  着工（予定）：令和 年 月 日 

  完了（予定）：令和 年 月 日 

 

(ｳ) 活用計画 

年月 整備内容 設置場所 管理者 備考 

 交付申請時から変更のない部分について、 

 記入例では省略しています。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※変更承認申請時］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 整備後の利用計画（月別） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

            

 

ウ 買取生産緑地等の運営 

(ｱ) 運営目標 

 

５ 事業費 

（費用単位：千円） 

事業内

容 

 

事業量・ 

事業内容 

総事業費 

 

補助対象 

経  費 

   

備考 財団 

補助金 
区市費 

その

他 

生 産 緑

地 等 買

取※ 

㎡ 

 

      

買 取 生

産 緑 地

等 の 活

用 

 

    

  

買 取 生

産 緑 地

等 の 運

営 

 

 この記入例では、「農福連携福祉農園整備・管理棟建設工事」の 

 内容に変更（追加）が生じています。 

 

 新たな調査や工事が必要となった場合には、行を追加するなどして 

 記入してください。 

 交付申請時から変更のない部分について、 

 記入例では省略しています。 



［記入例：実施計画書（実施要領別記様式１） ※変更承認申請時］ 

 

計 
     

 

※ 生産緑地等買取について、生産緑地を主として一体的に農的に利用する市街化区域

内農地を併せて買い取る場合には、生産緑地分の面積を下段にかっこ書きすること。 

 

 

５ 添付書類 

(1) 生産緑地等買取及び買取生産緑地等の活用の対象箇所を記載した地図（Ａ４又はＡ

３で１枚程度） 

(2) 生産緑地と市街化区域内農地との区分けが分かる地図（生産緑地を主として一体的

に農的に利用する市街化区域内農地を併せて買い取る場合。Ａ４又はＡ３で１枚程度） 

(3) 事業対象地の登記事項証明書（土地）及び地図の証明書（公図） 

(4) 事業対象地の写真 

(5) 施設等の管理運営規約 

(6) 買取生産緑地等の運営に係る仕様書等 

(7) 生産緑地法第10条第１項又は第２項の規定に基づく買取り申出書の写し 

(8) 本件対象生産緑地等に係る区市財産価格審議会審議結果通知の写し 

(9) 本件対象生産緑地地区を含む都市計画図（最新のもの） 

(10) その他関係書類 

 

 

 提出済みで、変更のないものについては、 

 再添付は不要です。 

 申請時点で準備中等、提出できない書類がある場合には、その旨をお伝えください。 

 また、用意でき次第、財団へ提出してください。 



［記入例：遂行状況報告書（交付要綱別記様式第７号）］ 

別記様式第７号（第10関係） 

   

ｘ

年 月 日  

 

 

公益財団法人東京都農林水産振興財団 

理事長       殿 

 

 

ｘ年度公益財団法人東京都農林水産振興財団 

生産緑地買取・活用支援事業遂行状況報告書 

 

 

 

 ｘ年 月 日付ｘ 第 号で交付決定の通知があった標記事業について、公益財団法人

東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付要綱第10第１項の規定により、

ｘ年 月末現在（第 四半期）の事業実施状況を下記のとおり報告します。 

記 

 

１ 実施状況 

事業区分 
交付決定時 年 ６月末現在 

備考 

事業量 事業費 事業量 事業費 進捗率 

生産緑地等

買取注 

 

㎡ 円 ㎡ 円 ％ 

買取生産緑

地等の活用 

 

 

 

 

 

  

買取生産緑

地等の運営 

計 

 

２ 事業完了予定年月日 

  年 月 日

 報告年度ではなく、交付申請年度 を記入してください。 

 p.31の交付申請により令和ｘ年度に交付決定を受け、 

 令和ｘ年度の第１四半期の遂行状況を報告する場合の記入例です。 

公
印 



［記入例：実績報告書（交付要綱別記様式第８号）］ 

別記様式第８号（第12関係） 

 

 

 

 

 

年 月 日  

 

公益財団法人東京都農林水産振興財団 

理事長       殿 

 

 

 

ｘ年度公益財団法人東京都農林水産振興財団 

生産緑地買取・活用支援事業実績報告書 

 

 

 ｘ年 月 日付ｘ 第 号の交付決定通知に基づき、標記事業を実施したので、公益財団

法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付要綱第12第１項の規定により、

関係書類を添えてその実績を報告します。 

 

 

記 

 

 

  

 完了日以降となるようにしてください。 

 報告年度ではなく、交付申請年度 を記入してください。 

 p.31の交付申請により令和ｘ年度に交付決定を受け、 

 事業が完了した場合の記入例です。 

公
印 



［記入例：実績報告書（交付要綱別記様式第８号）］ 

１ 事業の成果 

 

２ 事業実績 

 

事業内容 

 

事業量 

 

総事業費 

 

補助対象経費 

（A＋B＋C） 

経費内訳 
備 

考 財団 

補助金(A) 

区市費 

(B) 

その他 

(C) 

生産緑地

等買取注 

㎡ 円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

小  計       

買取生産 

緑地等の

活用 

 

      

小  計       

買取生産 

緑地等の

活用 

 

      

小  計       

合  計       

（注） 生産緑地を主たる箇所として一体的に農的に利用する市街化区域内農地を併せて買い取った場

合には、生産緑地分の面積及び割合（％）を下段にかっこ書きすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更承認申請書の記入例（p.45）でも記載しましたが、 

 交付要綱別表注釈のとおり、補助金の区分間相互の流用はできません。 

 

 「買取生産緑地等の活用」の実績額が交付決定額より下がった場合でも、 

 差額を「買取生産緑地等の運営」に充当することはできません。 

（逆も同じです） 

 

 ご注意ください。 



［記入例：実績報告書（交付要綱別記様式第８号）］ 

３ 収支精算書 

(1) 収入の部 

（金額単位：円）  

区分 予算額 精算額 

比較増減額 

備考 

増 減 

財団補助金 
円 

 

円 

 

円 

 

円 
 

区市費 
    

その他 
    

計     

 

 

(2) 支出の部 

（金額単位：円）  

区分 予算額 精算額 
比較増減額 

備考 
増 減 

生産緑地等買取 
円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

買取生産緑地等

の活用 
     

買取生産緑地等

の運営 
  

計      

 

 

 

４ 事業完了年月日 

 

 

 

 

 

 

５ 添付書類 

  整備内容の詳細に係る書類（契約書（写）、出来高設計書（写）、領収書（写）、現地写真、施設写

真、施設管理運営規約、協定書（写） など） 

 事業完了年月日は、以下の日となります。 

 完了し次第、お早めのご報告をお願いします。 

 ・ 買取支援の完了日 

   所有権移転登記完了日 又は 支出執行日 のうち、遅い方の日 

 ・ 活用支援の完了日 

   交付決定対象事業（整備工事等）に係る支払がすべて完了した日 

 ２の(A)合計額と同じになります。 

 ２の(B)合計額と同じになります。 



［記入例：財産管理台帳（交付要綱別記様式第13号）］ 

別記様式第13号（第22関係） 

財 産 管 理 台 帳 
 区市名            

 

注）１ 処分制限年月日欄には、減価償却資産の耐用年数表に基づき、処分制限の終期を記入すること。 

  ２ 処分の内容欄には、譲渡・交換・貸付け・担保提供等別に記入すること。 

  ３ 適要欄には、譲渡先・交換先・貸付先・抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。 

  ４ 経費の配分の合計欄は、別紙様式第８号 実績報告書 ２ 事業実績 の合計と一致させること。

事業実施

年度  
事業実施者   事業名  

事業の内容 経費の配分 処分制限期間 処分の状況 

 

摘要 事業区分 事業内容 

工種・構

造施設 

区分 

施行箇所

又は 

設置場所 

事業量 総事業費 
補助対象 

経  費 

負 担 区 分 
竣工 

年月日 

耐用 

年数 

処分制限 

年月日 
承 認 

年月日 

処分の 

内 容 都補助金 区市費 その他 

 

   

   

 

    
 

  

   

 
   

 
       

 
    

合 計               

 令和Ｘ年度に買取支援・活用支援の交付決定を受け、 

 東京フューチャーアグリシステム®を設置し 

 令和Ｙ年度に事業が完了した場合の記入例です。 

 （対応する交付申請書・実施計画書の記入例はありません） 

 買取支援の場合は、 

 所有権移転の日を 

 記入してください。 

 買取支援の場合は、 

 土地のため、 

 耐用年数・処分制限 

 期間はありません。 

 注）４のとおり、「経費の配分」欄は 

 実績報告書と一致させてください。 



［記入例：補助金交付請求書（交付要綱別記様式第 12 号）］ 

別記様式第12号（第15関係） 

 

 

 

 

年 月 日  

 

公益財団法人東京都農林水産振興財団 

理事長       殿 

 

 

 

 

 年度公益財団法人東京都農林水産振興財団 

生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付請求書 

 

 

 年 月 日付 第 号により交付額確定通知のあった標記補助金につ

いて、公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業費補助金交付要

綱第15の規定に基づき下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額   金  円 

 

２ 内訳 

事業区分 補助金額 備考 

生産緑地等買

取 
円  

買取生産緑地

等の活用 
円  

買取生産緑地

等の運営 
円  

計 円  

 

 財団から区市あてに発出する 

 額の確定の通知日以降の日付に 

 してください。 

 実績報告及び完了検査後に 

 財団から送付する交付額確定通知に記載された 

 確定額を記入してください。 

 交付申請の年度を記入してください。 

 p.52の実績報告提出後、令和ｘ年３月上旬に額の確定通知を 

 受け、これに基づいて交付請求を行う場合の記入例です。 

公
印 



［記入例：支払金口座情報登録依頼書（財団様式）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所

氏名 ㊞ ※1

※2

左詰め、ハイフンなしで記入してください。

（みずほ銀行に口座をお持ちの場合は、優先してご記入をお願い致します。）

　普通　・　当座　・　その他（　　　　　　　　　　）

(カタカナ)

（上段より左づめ）濁点・半濁点も1文字としてご記入ください。

お願い

※１  押印に使用する印鑑は、契約書等の印鑑と同一のものを使用してください。

※２ 登録に使用する電話番号は、今後管理番号として使用します。

請求書に電話番号を記載されている方は、請求書と同一の電話番号を記載して

ください。

支　払　金　口　座　情　報　登　録　依　頼　書

令和　　　年　　　月　　　日　　

公益財団法人　東京都農林水産振興財団　理事長　殿

口 座 名 義 人

※30文字まで

  (依頼人)

支払金については、下記の預金口座に振り込んでください。

金 融 機 関 名

本 ・ 支 店 名

預 金 種 別

法人の場合は法人名
及び代表者職・氏名

口 座 番 号

電話番号

 
 交付申請・実績報告・請求と 

 同一の印としてください。 

 平成31年度以降、財団あてにこの依頼書を提出されている場合には、ご提出は不要です。 

 その場合には、交付請求書の補助事業者名下部に、登録の電話番号を記入してください。 

公
印 



［記入例：実績報告書（実施要領別記様式２）］ 

別記様式２（第７関係） 

 

 

年 月 日  

 

公益財団法人東京都農林水産振興財団 

理事長       殿 

 

 
 

公益財団法人東京都農林水産振興財団 
生産緑地買取・活用支援事業実績報告書 

 
 

年度から 年度までに実施した生産緑地買取・活用支援事業の実績につい

て、公益財団法人東京都農林水産振興財団生産緑地買取・活用支援事業実施要領第７の規

定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

 

記 

 毎年５月末までに提出してください。 

 （実施要領第７第１項） 

 p.31の交付申請に基づき交付決定を受けた事業を行い、 

 事業完了年度以降５年間、毎年５月末までに提出する実績報

告の記入例です。 

 買取支援から活用支援及び運営支援までの 

補助事業実施年度を記入してください。 

 ※ この事業実績報告書の報告対象年度ではありません。 

公
印 



［記入例：実績報告書（実施要領別記様式２）］ 

１ 生産緑地の保全に対する成果 

  

 

 

２ 事業実績 

(1) 全体実績（買取から、実施済みの農的な利用に係る事業までを記載） 

実施時期 実施内容 

 

 

(2) 事業区分ごとの実績 

① 生産緑地等買取 

ア 買取成果 

   

 

 



［記入例：実績報告書（実施要領別記様式２）］ 

イ 買取実績 

（面積：㎡、価格：千円） 

買取時期 土地の地番 面積 

 

買取価格 うち生産緑地 

面積（割合） 

  
  

計    

 

 

ウ 農的な利用の成果及び実績 

  （※ 「買取生産緑地等の活用」の対象となるものを除く。） 

(ｱ) 農的な利用の成果 

 

 

(ｲ) 農的な利用の実績（月別） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

            

 

 

 

 

② 買取生産緑地等の活用 

ア 活用成果 

 

 買取支援のみ行った場合には、こちらに必ず記入してください。 

 買取支援及び活用支援を行った場合、「② 買取生産緑地の活用」で記入する 

 内容については、こちらには記入不要です。 

 （この記入例では、②及び③で記入する事業のため、こちらは空欄です） 



［記入例：実績報告書（実施要領別記様式２）］ 

 

 

イ 活用実績 

年月 整備内容 設置場所 管理者 備考 

   

 

 

 

ウ 整備後の利用実績（月別） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

            

 

 

③ 買取生産緑地等の運営 

ア 事業の成果 

 

 



［記入例：実績報告書（実施要領別記様式２）］ 

添付資料  利用実績の根拠となる資料等 

 区市の広報紙やプレス資料、 

 区市や運営主体のウェブサイト・SNS等の 

 プリントアウトなどを 

 ご活用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ・申請書等の提出先】 

 

 


